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　平成26年10月４日（土）から11月３日（月・祝）まで、「第29回国民文化祭・あきた
2014」が開催されました。伝統芸能、音楽、演劇、舞踊・舞踏、文芸、美術など様々なジャ
ンルのイベントが県内25市町村を会場に繰り広げられました。
　秋田県立武道館で開催された開会式・オープニングフェスティバルでは、合唱と吹奏楽
に管弦楽を加えた新編成で演奏する「大いなる秋田」に舞踊などのパフォーマンスを加え、
総勢850名で壮大なステージを展開しました。
　会期中に様々なイベントを実施した結果、観客数は約103万人（延べ人数）となり、多
くの方々が全国各地の文化に触れるとともに、秋田の文化を県内外に発信する機会となり
ました。御来場いただきありがとうございました。引き続き、秋田の様々な文化に親しん
でくださるようお願いします。
� （写真提供・文：秋田県）

表紙写真　第29回国民文化祭・あきた2014「開会式・オープニングフェスティバル」
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 巻 頭 言  
 

 

 

               ごあいさつ 
                  

                 一般社団法人秋田県産業廃棄物協会 

                 会長 山岡 緑三郎 

 

新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、新しい年を迎えられ心よりお慶び申し上げます。 

さて、昨年２０１４年は、全国各地で自然災害が多発した年でありました。２月に日本

列島を２週続けて襲った豪雪は、各地で甚大な被害をもたらし、東日本では孤立した地域

も出ました。８月の台風１１，１２号、１０月の１８．１９号は、日本列島に連続して上

陸し、各地で猛威を振るい、広島市では集中豪雨による土砂災害が発生し、多数の死傷者

が出ました。９月に発生した長野県御嶽山の大噴火では、国内における噴火災害で戦後最

悪の多数の死傷者が出るといったような、過去にも経験したことのない自然災害が猛威を

振るった年でありました。 

また、政治経済では、アベノミクス３本の矢、成長戦略によるデフレ脱却、景気の回復

策が打ち出され、円安効果で輸出産業の業績が回復、株価も大幅に上がり、大都市圏では、

景気が良くなったようですが、地方には、ほとんどといっていいくらい恩恵はなかったよ

うに感じました。追い打ちをかけるように、昨年５月に増田元総務大臣ら有識者グループ

が発表した、秋田県を含む地方自治体消滅論は、大反響となり列島を駆け巡りました。政

府は、地方創生大臣を置き、中央集権的な仕組みを地方分権に委譲して使い道を自治体に

任せる一括交付金制度の創設に向け舵を切ろうとしています。まさに今年は、大きな変化

の年になる予感がします。 

昨年度当協会おいては、震災廃棄物の秋田県への受け入れ処理が終了し、また、社団法

人から一般社団法人に切り替わり 2 年目でもあったことから、前年に比較し落ち着きを持

って経過した 1 年であったと感じております。そのような中で、６月のＰＣＢ処理施設視

察研修と、１１月に｢産業廃棄物と環境を考える全国大会｣への参加の２つの大きな事業を

行いました。 
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 ＰＣＢ処理施設視察研修は、本件を含む東北、北関東、甲信越、北陸地域の１５県のＰ

ＣＢ廃棄物の処理を行っている室蘭市のＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理施設を１９名で訪

問し、処理工程や安全対策の状況を視察研修いたしました。全国で散在するＰＣＢ廃棄物

の処理期限は、当初、平成２８年までとなっておりましたが、なかなか進まない現状を踏

まえて平成３９年まで延長され、改めて、ＰＣＢ廃棄物の適正処理に、協会員としても協

力していかなければならない事を実感してまいりました。 

 また、昨年度の｢産業廃棄物と環境を考える全国大会｣が盛岡市での開催となったことか

ら、北海道・東北地域協議会として、出来るだけ多くの参加をすることを申し合わせし、

秋田県協会としても、２０名を目標に各支部毎に参加者を募っていただき、目標を上回る

２３名の参加をしていただきました。｢環境再生そして循環型社会への挑戦｣をテーマとし

たパネル討論会では、本県会員からも発言が出るなど、会場を埋め尽くした６００名を超

える参加者による熱心な討論が行われました。 

 これら２つの事業に、会員各社から業務お忙しい中、多くの参加を頂き感謝申し上げま

す。これもひとえに、協会事業を理解していただき、会員みんなで協会を盛り上げて行こ

うとの想いと、結束の表れと思っております。 

 このほか、毎年実施している、エコ＆リサイクルフェスティバルや不法投棄防止未然防

止啓発（クリーンアップ事業）は、予定どおり実施でき、いずれの事業も多くの会員の参

加とご協力により、大きな成果と社会貢献に寄与できたものと考えております。  

 昨年作製した協会徽章（バッチ）の意匠は、秋田のＡと産業廃棄物のＳが無限大に循環

する様を表現し、適正処理と循環型社会を象徴化したものであります。これからも、会員

の皆様と共に、秋田県における産業廃棄物の適正処理と循環型社会の構築をリードし、協

会のレベルアップ並びにイメージアップ図っていきたいと考えておりますので、ご協力と

ご支援をお願い申し上げ新年の挨拶とさせていただきます。 
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              年頭のごあいさつ 
                

秋田県知事 佐竹 敬久 

 

 明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。 

 昨年を振り返りますと、１０月に皇太子殿下のご臨席の下「第２９回国民文化祭・あき

た２０１４」が開会し、開催期間中、県内外の皆様に秋田の文化の魅力に触れていただい

たほか、同じく１０月から実施された「アフターデスティネーションキャンペーン」でも

大勢の観光客をお迎えするなど、全国的に注目を集めた行事が続いた年でありました。 

 政治・経済に目を向けますと、政府においては、５０年後も１億人程度の人口を維持す

るという目標を打ち出し、人口減少、地方創生が国家的な課題として取り上げられた年で

ありました。また、消費税率引き上げや、それに続く引き上げ判断の先送りと「アベノミ

クス」の評価を問う総選挙が行われるなど、我が国の将来を左右する出来事もありました。 

 こうした中、少子高齢化と人口減少が全国で最も早いペースで進行している本県では、

人口問題対策を最重要課題と位置付け、「人口問題プロジェクトチーム」等を設置し、そ

の分析・検証を行うとともに、施策の方向性について検討を重ねてきたところであります。 

 今年は、県政の運営指針である「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」の２年目にあた

り、プランに掲げた取組を加速させる年であります。特に、人口問題対策については、秋

田への定着・還流に向けた移住・定住対策の強化や産業振興による雇用の創出を図るとと

もに、結婚・出産、子育て支援など、子どもを産み育てやすい県独自の環境づくりの充実

に努め、加えて、地域コミュニティの活性化や多様な担い手による協働活動を促進し、人

口が減少する中にあっても、元気な「ふるさと秋田」の創造に取り組んでまいります。ま

た、本県農業の持続的な発展を図るため、農政改革対応プランの加速的推進や米価下落を

踏まえたフォローアップ対策はもとより、新たに策定する農畜産物の流通販売戦略に基づ

く施策・事業を重点的に推進してまいりたいと考えております。 

 こうした喫緊の課題への対応のほか、今後の成長が期待される新エネルギーなどリーデ

ィング産業の創出、総合戦略産業としての観光産業の育成や高速交通網の整備、本県の将

来を支える人材の育成などについても着実に推進し、本県の持つ多様な資源を未来への発

展につなげ、県民が生き生きと暮らす「日本に貢献する秋田、自立する秋田」の実現を目

指し、全力で取り組んでまいります。 

 結びに、新しい年が皆様にとって希望に満ちあふれた飛躍の年となりますようご祈念申

し上げ、年頭のごあいさつといたします。 
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新年のごあいさつ 
 

                                  秋田市長  穂積 志 
 

 明けましておめでとうございます。 

 会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げますととも

に、日頃から本市市政の推進に特段のご理解とご協力を賜っておりますことに、深く感謝申

し上げます。 

 昨年を振り返りますと、１０月４日から１か月間にわたり、「発見×創造 もうひとつの

秋田」をテーマに「第２９回国民文化際・あきた２０１４」が県内各地で開催されました。

芸術と文化に彩られた１か月は全国から多くの皆様にお越しいただいたほか、市民の皆様に

とっても、地域の文化を再発見する貴重な機会となったものと感じております。本市として

は、このたびの国文祭による芸術・文化への関心の高まりを持続させていくことが重要であ

ると考えており、多くの皆様が参加できるアフターイベントの実施について検討していると

ころであります。 

 スポーツ界では、秋田ノーザンハピネッツの東地区優勝・プレイオフファイナルズ準優勝

に県民が一丸となって歓喜し、「はずむスポーツ都市」を宣言し、トップスポーツクラブを

核としたまちづくりを目指す本市に大きな勇気と感動を与えてくれました。 

 このほか、市民協働・都市内地域分権の拠点施設として、市内で５番目となる南部市民サ

ービスセンター「なんぴあ」がオープンいたしました。今後、地域の課題を地域で解決して

いく市民協働の取組がさらに活発化し、特色ある魅力的な地域づくりの動きが広がることを

大いに期待しております。また、近年は、異常気象などによる自然災害が頻発しており、昨

年も広島市で発生した土砂災害や御嶽山の噴火などで尊い命が奪われました。あらためて自

然の猛威、災害の恐怖を思い知らされるとともに、人と人との絆の重要性を再認識している

ところであります。 

 さて、昨今の経済状況に目を向けますと、アベノミクスにより、株価が上昇し、雇用環境が

改善するなど、好転の兆しも見えつつありますが、地方においては、こうした実感に乏しいの

が現状であり、少子高齢化と人口減少、米価の著しい下落や円安に伴う物価の上昇など、多く

の課題が山積しております。 

 国に対しては、今後、景気回復の実感を地方へ浸透させるための経済対策とともに、地方

の活性化を図るための「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な実行によって、地方創

生への歩みを強力に推進していただくことを望むものであります。 

 本市としても、新年度に策定を進める新たな総合計画において、時代の変化を見据えながら、

人口減少をはじめとする喫緊の課題への取組方針を整理するほか、本年春に開催する「東北

六魂祭２０１５秋田」などの各種施策の推進により、将来にわたって元気な秋田市の実現に

全力で取り組んでまいりますので、今後とも、皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上

げます。 

 結びに、貴協会のますますのご発展と、会員の皆様の更なるご活躍を祈念申し上げ、新年

のあいさつといたします。 
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新年のごあいさつ 
 

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 

会長  石 井 邦 夫 
 

一般社団法人秋田県産業廃棄物協会の皆様、明けましておめでとうございます。旧年中は、

当連合会の諸事業に皆様の多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨年を振り返りますと、国内経済は、景気回復に対する国民の期待感が高まる半面、消費税

の増税、そして円安の進行等の経済情勢が変化する中、残念ながら国民が景気回復をはっきり

と実感するまでには至らなかった1年でございました。 

また、風水害等の自然災害が猛威をふるい、各地に多大な被害をもたらした年でもありまし

た。昨年1年間に発生した主な自然災害をあげてみますと、2月の記録的な豪雪、7月から8月

にかけての集中豪雨、9月の御嶽山の噴火、台風の襲来等、極めて大きな災害が連続し、多数の

方々が被災し尊い人命が失われました。 

私は、昨年の年頭のご挨拶におきまして、災害対策を進めるなど「安心できる社会づくり」が

急務であることを提言させていただきました。その趣旨は、経済の成長戦略を実行し、景気回

復を本格軌道に乗せるためには、将来にわたり安心して国民が生活でき、企業が事業展開を行

っていける、そのような社会づくりが必要であることを強調したものでございます。 

本年は、昨年の提言に掲げた安心できる社会づくり、そして循環型社会の形成に資する「責任

ある業界」の姿勢を、これまで以上に打ち出す年にしたいと考えております。その主要なテーマ

は、次の3つでございます。 

まず第 1 に、安心できる社会づくりに向け、災害廃棄物対策の制度面での検討を進め、その

確立を目指すことであります。防災、減災はもとよりですが、東日本大震災をはじめ、これま

での自然災害での経験を踏まえ、被災地復興に不可欠である迅速な災害廃棄物処理の制度的な

手当を議論し、国に提案して参りたいと思っております。 

第 2 に、循環型社会の形成に向け、特に資源保全の観点での取り組みを促進することでござ

います。廃棄物を資源・エネルギーに転換する機能を持つ当業界の事業は、少し視点を変えて

みますと、資源の多くを海外に依存するわが国にとって、資源保全の観点からも重要な役割を

担うべきものと自負しております。 

このような廃棄物から資源・エネルギーを創出する「循環産業」への流れを拡大するためには、

業界の自主的な努力は当然のこととして、業界の取り組みを強力に後押しいただくような、総

合的な振興策の創設がぜひとも必要と考えております。このため当連合会は、振興策の姿を描

くためのタスクフォースを設置し、鋭意検討を進めているところでございます。 

第 3 に、海外への事業展開の推進でございます。国外に目を向けますと、当業界が保有する

技術を海外に移転し、相手国の環境問題の解決を助けることは、国際環境協力に少なからず貢

献し得るものであると考えております。この課題につきましては、当連合会におきましても議

論しているところでございますが、国におかれましては、海外展開を行う事業者のリスク低減

に資する施策を強力に実施していただくよう望むところでございます。 

 このほかにも、わが業界を取り巻く制度的及び技術的な課題が山積しております。当連合会

は、これらの諸課題に取り組み、貴協会とともにわが国の循環型社会の形成と産業廃棄物処理

業の発展に一層の貢献を果たして参りたいと考えております。本年も皆様のご指導・ご鞭撻を

頂戴できれば幸に存じます。 

最後になりますが、この 1 年が皆様にとりまして、すばらしい年でありますようお祈り致し

まして、新年のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 石　井　邦　夫
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謹賀新年 
                        

                         

 

 

一般社団法人 秋田県産業廃棄物協会 

     会  員  一  同 

 

 

 

○ 秋田市 
(企)秋田北部清掃興業    秋田協同清掃㈱     ㈱東産商 

㈱田村建設         ㈲Ｍ・Ｒ・Ｓ・ｃｏ．  ㈲髙島興業 

㈱山二           山岡工業㈱       豊興産㈱ 

㈱北日本ウェスターン商事  ㈲秋田環境保全     ㈲太平 

㈲池孝建設         ㈱阪東商店       ㈲奥野商店 

㈱秋田鉄機          ㈱東総          大洋ビル管理㈱ 

㈱協和商事         ㈲加藤四郎商店     ㈲藤隆商事 

山元建設㈱         エス・ユー開発㈱    ㈱加賀屋組  

㈱浜田建設            中央商建㈲       ㈱英明工務店 

オークス㈱          ㈱三勇建設       ㈱河辺清掃社 

嶋田建材           メタル化工センター   カイテン㈱  

㈱秋田臨港         ㈱鈴兼工務店      ㈱東北ﾋﾞﾙｶﾝﾘ・ｼｽﾃﾑｽﾞ 

東北興産㈱秋田営業所    ㈱東環         ㈱東北エコシステムズ 

日本通運㈱秋田支店     ㈱伊太土木       ㈱アーバック 

㈱ストーン         ㈲清水産業       ㈱セイフコ秋田支店 

㈱工藤興業         工藤建設㈱   

東日本ｺﾍﾞﾙｺ建機㈱秋田営業所 ㈱秋田県分析化学ｾﾝﾀｰ 

  

  

 

 

○ 鹿角市 
㈲かづのクリーンサービス    ㈱コステー鹿角     北上石灰㈱ 

㈱米村組            ㈲ホクセイ        丸佐運送(資) 

㈱田口産業                  八重樫建設㈱      鹿角アスコン協同組合 

㈱柳沢建設                  鹿角衛生協業組合    ㈱八幡平貨物 

㈲ツカサ          日東物産        ㈲セイキ 

㈲ツヅキ商会 
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○ 大館市 
㈱タイセイ         エコシステム秋田㈱    ㈱大森土木  

エコシステム花岡㈱     DOWA通運㈱大館営業所   佐藤建設㈱ 

茨城クリーン㈲       大館広域清掃㈱      花岡土建㈱  

東北ビル管財㈱       ｴｺｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱秋田営業所 ㈲山田工業 

㈲佐々木商店       松橋商店          ㈲吉田興業    

(資)近江商店       ㈲タキグチ     ㈱ｴｺﾘｻｲｸﾙ KATAOKA  

㈱エコリサイクル      北秋容器㈱       
 

○ 北秋田市 
㈲丸栄建設         ㈱合川環境        ㈱佐藤庫組 
朝日建設㈱         ㈲ビルド・ミヤノ     ㈱タクト 

  ㈱芳賀工務店  
 

○ 能代市 
㈱能代清掃センター     ㈱ダイニチ              ㈲宮腰商事 

能代運輸㈱         ㈱能代資源        米代トラック㈱ 

畑クリーンサービス㈱    中田建設㈱        秋田ｴｺﾌﾟﾗｯｼｭ㈱ 

 

○ 男鹿市 
男鹿清掃興業㈱       ㈱清水組          船川興産㈲ 

㈲原田興業         髙橋産業㈲        ㈲小野建材 

 

○ 潟上市 
ユナイテッド計画㈱     秋田瀝青建設㈱       ㈲日製産業 
㈲コレクト         藤原工業㈱        ㈲佐藤産業 

 

○ 由利本荘市 
㈱昭和興業         ㈱さいせい          ㈲ダスト・クリーン 

 ㈲鈴木土建         ㈲大沢建設本荘由利産廃処理センター 

 ㈱大滝           ㈲本荘クリーンセンター   ㈱サトウ重機 

㈲本荘浜砂利店                  

  

○ 大仙市 
㈱サイテクト        ㈱秋田県南重機      ㈲大清重機 

㈱小笠原組         高三建設㈱        ㈲久栄社 

高吉建設㈱         ㈲太陽環境保全      武藤清掃 

㈲丸橋産業          (資)大成          ㈱木村土木 

加藤産業㈱                ㈲仙北建設               ㈲広大産業 
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○ 横手市 
㈱羽後環境         ㈲横手清掃興業     ㈱宮川工業 

㈱ミタケ          ㈱吉田建設       五十嵐建設㈱ 

㈱大屋産業          ㈲横手クリーンセンター   ㈱高善 

㈲西部環境保全        ヨコウン㈱              ㈲平鹿清掃興業 

㈱山本産業                 ㈲横手環境管理ｻｰﾋﾞｽ   渡部工業㈲ 

㈲川津商事      
 

 

○ 湯沢市 
㈱松田           ㈱ささき        ㈱湯沢クリーンセンター 

フジヤマクリーン      京葉アドバンス物流㈱  ㈱出羽運輸 

㈲安中商店 
 

○ にかほ市 
佐藤化学工業㈱       ㈱三共サービス     ＴＤＫサービス㈱ 

㈱アースクリーン秋田    三衛ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱      
 

○ 仙北市 
㈲千秋恒産         万六建設㈱       ㈱畠山建設工業 

㈲鈴建興業 
 

○ 鹿角郡小坂町 
小坂通運㈱        小坂製錬㈱        ㈱現代 

グリーンフィル小坂㈱   エコシステム小坂㈱ 
 

○ 山本郡三種町 
成田建設㈱        田中建設㈱         三種開発㈲ 

 

○ 南秋田郡井川町 
  ㈱大道工業                 門間工業㈲  
 

○ 南秋田郡大潟村 
鹿島道路㈱大潟合材製造所 

 

○ 仙北郡美郷町 
㈱マルコ産業        はりま建設㈱      ㈱企業さきがけ 

㈲齊景産業 
 

○ 雄勝郡羽後町 
  ㈲クリーンカンパニー  
 

 

   

                     計１８５社（平成２６年１２月３１日現在） 
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行政だより／秋田県生活環境部                 

 

秋田県生活環境部からのお知らせ 

  
 平成２６年に環境省から各都道府県等への通知等のうち、秋田県生活環境部長から当協会会長

あて、会員への周知等依頼があった主な通知は次のとおりであります。 
 なお、環境省から各都道府県等への通知文等は別添のとおりであります。 
 

【産業廃棄物処理に係る法令遵守の徹底について】 

内容  産業廃棄物焼却処理施設から生じたばいじんについて、ダイオキシン類の含有量の基

準に適合していないにもかかわらず、産業廃棄物処分業者に対して埋立処分が委託され

た事案があった。 
 １ 産業廃棄物の処理を行うに当たっては、産業廃棄物処理法及び関係法令等に規程す

る処理基準を遵守すること。 
   ２ 産業廃棄物処理施設の維持管理については、産業廃棄物処理施設の維持管理の技術

上の基準及び関係法令に定める基準を遵守するよう、適切に検査、点検及び整備を実

施すること。 
 

【廃棄物処理及び清掃に関する法律違反被疑者の検挙について】 

 内容  建設系廃棄物については、解体工事等の個別の工事の作業を担当している下請負人で

なく、当該工事を発注者から直接請け負い、その全体を掌握して総括的に指揮監督・管

理している元請業者が排出事業者として処理責任を負う。 
 

【廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について】 

 内容  エボラウイルスをはじめとする感染及び感染の恐れのある病原体が含まれ若しくは

付着している廃棄物等の適切な処理の確保のため、必要な措置の実施に努めるとともに、

主として運搬時、処分時にいて作業者への感染防止に万全を期すこと。 
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各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部（局）長 殿

環廃産発 1408121 号

平成 26 年 8月 12 日

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長 

産業廃棄物処理に係る法令遵守の徹底について（通知） 

 産業廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力いただいているところである。 

 さて、今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄 

物処理法」という｡）第 15 条第１項の許可を有する産業廃棄物焼却施設から生じたばいじ 

んについて、ダイオキシン類の含有量の基準（3ng-TEQ/g 以下）に適合していないにもか 

かわらず、産業廃棄物処分業者に対して埋立処分が委託された事案があった。 

 当該事案は、廃棄物処理法第 12 条の 2 第 1項(特別管理産業廃棄物処理基準）に違反す 

る処分を委託するものであり、同条第５項に違反する行為と考えられる。 

当該ばいじんに含まれるダイオキシン類の量が基準に適合していなかった原因について 

は、引き続き究明が行われているところであるが、当該事案で用いられた産業廃棄物焼却 

施設の維持管理等が適切でなかったことが要因であった可能性がある。 

 ついては、貴職管区内の産業廃棄物(以下、特別管理産業廃棄物を含む｡）処理業者に対 

し、産業廃棄物の処理及び産業廃棄物処理施設の維持管理を行うに当たり、下記のとおり 

廃棄物処理法及ぴ関係法令の遵守について、改めて周知及ぴ適切な指導方よろしくお願い 

する。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基 

づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

 

記 

 
１．産業廃棄物処理基準の遵守 

 産業廃棄物の処理(当該処理を他人に委託する場合を含む｡）を行うに当たっては、廃棄 

物処理法及び関係法令等に規定する処理基準を遵守すること。 

 特に、特別管理産業廃棄物である一部のばいじんについては、上記の基準を満たさなけ 
 
 
 
れば埋立処分を行うことができないとされているところ、当該ばいじんが基準に適合して 

いることについて、排出事業者及び産業廃棄物処理業者は十分に確認した上で処分又は処 

分委託を行う必要があること。 

 

 

２．産業廃棄物処理施設の適切な維持管理 

 産業廃棄物処理施設の維持管理については、産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の 

基準及び関係法令に定める基準を遵守するよう、適切に検査、点検及び整備を実施するこ 

と。 

 

以上 

２ページ目 
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事 務 連 絡 
平成 26年 10月 23日 

 
 
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部（局） 御中 

 
 

        環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被疑者の検挙について（情報提供） 

 
 
日頃より産業廃棄物対策に御尽力いただきまして感謝申し上げます。 
さて、今般、警視庁より廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律

第 137 号）の違反事例について、別添のとおり情報提供がありましたので、周

知いたします。 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成 22 年法律第

34 号）において、土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一

部を解体する工事を含む。）に伴い生ずる廃棄物（以下「建設系廃棄物」という。）

の処理責任を明確化しました。これは、建設系廃棄物の排出事業者責任を明確

にし、廃棄物処理に係る適正かつ効率的な行政運営によりその適正処理を確保

し、ひいては生活環境の保全に資するため、建設系廃棄物については、解体工

事等の個別の工事の作業を担当している下請負人ではなく、当該工事を発注者

から直接請け負い、その全体を掌握して総括的に指揮監督・管理している元請

業者が排出事業者として処理責任を負うこととしたものです。 
 当該法の趣旨を踏まえ、貴職におかれましては、今般の事案も参考に、自区

域内の建設業者等の事業者に対する建設系廃棄物の処理に係る指導徹底及び建

設廃棄物の不適正処理の防止等に努めていただきますよう改めてお願いいたし

ます。また、本事案につきまして、関係団体や貴自治体内の関係部局に対して

貴職より周知をお願い申し上げます。 
  

 
【担当】 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 
産業廃棄物課 西川、香田 
電話：03-3581-3351（内線 6878） 
FAX：03-3593-8264 
E-mail：hairi-sanpai@env.go.jp 

― 11 ―



廃棄物処理法違反による事件概要

（参考）
平成26年10月

環境省

解体工事と当該工事
に伴って生じる廃棄物

の処分を依頼

元請業者

１次下請け業者

２次下請け業者

解体工事と当該工事
に伴って生じる廃棄物

の処分を依頼

（株）アイダ設計
埼玉県さいたま市

Ａ Ｂ Ｃ

Ｅ Ｆ

Ｄ

※ ～ は被疑者を表す。Ａ Ｆ

（株）ボイスよこはま
神奈川県横浜市
※産業廃棄物処理業の許可なし

（株）ワークシェアリング
東京都八王子市
※産業廃棄物処理業の許可なし

不法投棄
（捜査中）

委託基準違反

受託禁止違反

受託禁止違反
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環廃対発第 1410297 号 
環廃産発第 1410292 号 
平成 26 年 10 月 29 日 

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会

会 長 石井 邦夫 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について 
 
 
廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 
さて、現在、西アフリカで感染が拡大しているエボラ出血熱について、世界保健機関が

国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態であることを宣言し、その後も感染が更に拡

大している現下の状況に鑑み、政府においても、エボラ出血熱対策関係閣僚会議及びエボ

ラ出血熱に関する関係省庁対策会議を設置し、海外で邦人の感染が確認された場合及び国

内で感染が確認された場合に備えるとともに、それらの感染が確認された場合に適切に対

応するなど、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって対応することとしており

ます。 
エボラウイルスを始めとする感染及び感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付

着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の処理については、「廃棄物処理法に

基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（平成 24 年５月）（以下、「マニュアル」という。）

（http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html）を環境省で策定し、適正な処理の確

保をお願いしているところです。貴連合会におかれても、これらの廃棄物の適切な処理の

確保のため、必要な措置の実施に努めるとともに、主として運搬時、処分時において作業

者への感染防止に万全を期すよう貴連合会会員に周知徹底をお願いします。 
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参 考

・国立感染症研究所ホームページより 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebola-intro.html 

 
○ 感染経路 

エボラウイルス病は感染したヒトまたは動物の血液などの体液と直接接触した場合に

感染の危険が生じる。 ヒトへの感染の発端が、アフリカでは熱帯雨林の中で発見された、

感染して発症または死亡した野生動物（チンパンジー、ゴリラ、オオコウモリ、サル、

レイヨウ、ヤマアラシなど）をヒトが触れたことによると示唆される事例が報告されて

いる。その後、感染したヒトの血液、分泌物、臓器、その他の体液に、創傷のある皮膚

や粘膜を介して直接的接触することにより、またはそのような体液で汚染された環境へ

の間接的接触でヒト－ヒト感染が起こる。 
 
○ 症状・潜伏期間 

エボラウイルス病の最も一般的な症状は、突然の発熱、強い脱力感、筋肉痛、頭痛、

喉の痛みなどに始まり、その後、嘔吐、下痢、発疹、肝機能および腎機能の異常、さら

に症状が増悪すると出血傾向となる。潜伏期間は 2 日から最長 3 週間といわれており、

汚染注射器を通した感染では短く、接触感染では長くなる。 
 
 
・「エボラ出血熱について」（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html 
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協会だより / 全産連等関係                    

 

公益社団法人全国産業廃棄物連合会定時総会 

 
公益社団法人全国産業廃棄物連合会第４回定時総会が下記のとおり開催されました。 

総会終了後の表彰式において、当協会からは功労者表彰者１名、優良事業所表彰者１名が 

受賞されました。 

       

１ 開催日時  平成２６年６月１３日（金） １３：３０～ 

２ 場  所  明治記念館（東京都港区元赤坂） 

 

【 通常総会 】 

第１号議案 平成２５年度事業報告並びに平成２５年度収支決算承認の件 

        平成２５年度監査報告 

  第２号議案 任期満了に伴う役員改選の件 

  以上２議案については、原案どおり承認されました。 

  報告事項 

   １ 平成２６年度事業計画に関する件 

   ２ 平成２６年度収支予算に関する件 

 

【 表彰式 】 

（ 秋田県産業廃棄物協会受賞者 ） 

功労者表彰 

山岡工業株式会社  

代表取締役  山岡 緑三郎 氏 

優良事業所表彰 

株式会社羽後環境 

代表取締役  後藤  薫  氏 
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第 1３回産業廃棄物と環境を考える全国大会 

 
(公社)全国産業廃棄物連合会、（公財）日本産業廃棄物処理振興センター、（公財）産業廃棄物

処理事業振興財団の主催による「第１３回産業廃棄物と環境を考える全国大会」が岩手県盛岡市

で開催され、本協会から２３名が参加しました。 
       

１ 開催日時  平成２６年１１月７日（金） 
２ 場  所  ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング 

３ 出 席 者  ６４０名  

４ 大会内容 

（１）あいさつ 

     (公社)全国産業廃棄物連合会 会長 石井邦夫 

（２）環境大臣表彰受賞式典 

     産業廃棄物関係事業功労者として、１４名の方が環境大臣表彰を受賞されました。 

（３）基調講演 

テーマ：「廃棄物からみた社会システム～震災廃棄物を中心に～」 

講 師：酒井 伸一 氏 （京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター長） 

（４）パネル討論会 

     テーマ：「環境再生そして循環型社会への挑戦」 

     コーディネーター 

      齋藤 徳実 氏 （岩手大学） 

     パネリスト 

      角倉 一郎 氏  (環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長） 

      津軽石昭彦 氏 （岩手県環境生活部副長） 

      小池 敦裕 氏 （太平洋セメント株式会社大船渡工場長） 

      吉田 茂  氏 （一般社団法人岩手県産業廃棄物協会専務理事兼事務局長） 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 石井邦夫
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産業廃棄物処理業許可申請講習会等
 
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「産業廃棄物処理許可申請等に関す

る講習会」の収集運搬課程（新規）、収集運搬課程（更新）、特別管理産業廃棄物管理責任者

講習会、及び、公益財団法人全国産業廃棄物連合会主催の「産業廃棄物処理実務者研修会基

礎コース」それぞれ１回秋田市で開催しました。 
 

【 収集運搬課程 新規） 】

１ 開催日時 平成２６年１０月２８日（火）、２９日（水） ９：３０～１７：００

２ 会 場 ホテルメトロポリタン秋田

３ 受講者数 ７８名

４ 講習内容

１ 開会挨拶 一社 秋田県産業廃棄物協会 事務局長 石郷岡晋

２ 概要説明 公財 日本産業廃棄物処理振興センター教育研修部 参与 山田正晴

３ 行政概論 秋田市環境部廃棄物対策課 主任 齋藤聡敏

４ 環境概論 公財 日本産業廃棄物処理振興センター 講師 葛西和彦

５ 安全衛生管理 中央労働災害防止協会東北安全衛生ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 技術専門役 漆山憲治

６ 業務管理 公財 全国産業廃棄物連合会 専任講師 常松伴文

７ 収集・運搬 公財 日本産業廃棄物処理振興センター 講師 伊藤光夫

８ 修了試験

【 収集運搬課程 更新 】

１ 開催日時 平成２６年９月３０日（火） ９：３０～１７：００

２ 会 場 ホテルメトロポリタン秋田

３ 受講者数 １４７名

４ 講習内容

１ 開会挨拶 （一社）秋田県産業廃棄物協会 事務局長 石郷岡晋

２ 概要説明 （公財）日本産業廃棄物処理振興センター教育研修部 参与 澤地義雄

３ 行政概論 秋田県生活環境部環境整備課 主任 高橋 大

４ 環境概論 公財 日本産業廃棄物処理振興センター 講師 長岡文明

５ 修了試験
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【 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 】

１ 日 時 平成２６年１０月１日（水） ９：３０～１７：００

２ 会 場 ホテルメトロポリタン秋田

３ 受講者数 １３６名

４ 講習内容

１ 開会挨拶 一社 秋田県産業廃棄物協会 事務局長 石郷岡晋

２ 概要説明 （公財）日本産業廃棄物処理振興センター教育研修部 参与 澤地義雄

３ 行政概論 秋田県生活環境部環境整備課 技師 佐藤 諒

４ 処理と管理 秋田県生活環境部環境整備課 技師 佐藤 諒

（５ 修了試験

【 産業廃棄物処理実務者研修会 基礎コース 】

１ 日 時 平成２６年８月２７日（水） ９：３０～１７：００

２ 会 場 秋田アトリオン

３ 受講者数 ５１名

４ 講習内容

１ 開会挨拶 一社 秋田県産業廃棄物協会 事務局長 石郷岡晋

２ 概要説明 （公財）全国産業廃棄物連合会 事業部長 土井洪二

３ 産業廃棄物処理の基礎 （公財）全国産業廃棄物連合会 実務研修会講師 小川忠彦

４ 委託処理と委託契約 （公財）全国産業廃棄物連合会 実務研修会講師 木村光政

（５ 産業廃棄物管理票帳簿 （公財）全国産業廃棄物連合会 実務研修会講師 木村光政
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協会だより / 県協会関係                 

 

一般社団法人秋田県産業廃棄物協会第３回通常総会 
 

平成２６年６月６日（金）、ホテルメトロポリタン秋田にて、一般社団法人として第

３回目となる通常総会を開催いたしました。 

山岡会長の挨拶に続き、来賓紹介を行い、秋田県生活環境部次長嵯峨良章様、秋田

県警察本部生活安全部生活環境課長藤原芳博様、秋田市環境部長古里正昭様の３名か

らご祝辞を賜り、その後、本協会の運営に功績のあった者や企業、会員企業の従事者

として模範となる者等の表彰を行いました。 

議事審議では、出席正会員数が１３５名（本人出席６５名、委任状出席６８名）で

過半数を超えている報告の後、平成２５年度事業報告・公益目的支出計画完了報告、

平成２５年度財務緒表報告、定款の一部改正、役員選任、平成２６年度事業計画及び

正味財産増減計算書報告についての５議案を上程し、いずれも原案どおり承認されま

した。 

 

【第３回通常総会の概要】 

１ 開会 

２ 会長挨拶          

   一般社団法人秋田県産業廃棄物協会    会長 山岡 緑三郎 

３ 来賓紹介 

   秋田県生活環境部            次長 嵯峨 良章 氏 

   秋田県生活環境部環境整備課       課長 高橋 行文 氏 

   秋田県生活環境部環境整備課廃棄物対策班 班長 大門 洋  氏               

   秋田県警察本部生活安全部生活環境課   課長 藤原 芳博 氏 

   秋田市環境部              部長 古里 正昭 氏 

   秋田市環境部廃棄物対策課        課長 菅原 均  氏 

４ 来賓挨拶 

秋田県生活環境部              次長 嵯峨 良章 氏 

秋田県警察本部生活安全部生活環境課   課長 藤原 芳博 氏 

秋田市環境部              部長 古里 正昭 氏 

   ５ 祝電披露 

   ６ 表彰 

   ７ 議長選出 

   ８ 議事録署名人選出 

   ９ 議事 

議案第１号 平成２５年度事業報告・公益目的支出計画完了報告の件 

議案第２号 平成２５年度財務緒表報告の件 

議案第３号 定款の一部改正の件 

議案第４号 役員改選の件 

議案第５号 平成２６年度事業計画及び正味財産増減計算書報告の件 

１０ 閉会 
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山岡会長の開会あいさつ          総会の模様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   来賓挨拶 嵯峨良章様   来賓挨拶 藤原芳博様   来賓挨拶 古里正昭様 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２６年度秋田県産業廃棄物協会会長表彰】 

功労者表彰     前協会副会長         倉持 周志 様 
 
優良事業所表彰  山岡工業株式会社 代表取締役 山岡緑三郎 様 
 
優良従事者表彰   豊興産株式会社        草皆 信行 様 

豊興産株式会社        中川  聡 様 
山岡工業株式会社       渡辺 正志 様 
株式会社田村建設       今野 幸勝 様 
 

協会事務局職員永年勤続表彰           加藤  郁子 様 
 

倉持周志様    山岡工業(株)様   草皆信行様     中川聡様 

 

 

 

 

 

 

 

   渡辺正志様     今野幸勝様    加藤郁子様 
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理 事 会  委 員 会 
 

 理事会、委員会の開催状況は、以下のとおりです。 

 

【 第 1回理事会 】 

 １ 開催日時  平成２６年４月４日（金）１６：００～１７：００ 

 ２ 場  所  津ねや 

３ 出 席 者  理事１５名、監事２名、事務局２名 

４ 議  題  （１）支部規約の制定について 

          （２）表彰について 

【 第２回理事会 】 

 １ 開催日時  平成２６年５月２０日（火）１３：４０～１５：２０ 

  ２ 場  所  秋田ビューホテル 

３ 出 席 者  理事１３名、監事１名、事務局２名 

４ 議  題  （１）第３回通常総会の開催日時、場所及び議事について 

          （２）第３回通常総会議案及び提出資料について 

          （３）支部規約の制定について 

【 臨時理事会 】 

１ 開催日時  平成２６年６月６日（金）１５：５０～１６：１０ 

 ２ 場  所  ホテルメトロポリタン秋田 

３ 出 席 者  理事１８名、監事２名、事務局２名 

４ 議  題  （１）会長、副会長、監事の選任について 

【 第３回理事会 】 

１ 開催日時  平成２６年８月５日（火）１４：００～１６：００ 

 ２ 場  所  ホテルメトロポリタン秋田 

３ 出 席 者  理事１４名、監事１名、事務局２名 

４ 議  題  （１）委員会委員の選任について 

          （２）賛助会員の青年部会入会について 

          （３）協会バッジの作製について 

          （４）産業廃棄物と環境を考える全国大会について 

          （５）あきたエコ＆リサイクルフェスティバルについて 

          （６）平成２６年度不法投棄未然防止啓発等事業について 

          （７）青年部会活動について 

【 第４回理事会 】 

１ 開催日時  平成２６年１１月２７日（木）１５：００～１７：００ 

 ２ 場  所  秋田ビューホテル 

３ 出 席 者  理事１５名、監事１名、事務局２名 

４ 議  題  （１）委員会設置規程の一部改正について 

          （２）表彰規程の一部改正について 
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          （３）入会金及び会費に関する規程の一部改正について 

          （４）研修会・交流会の開催について 

          （５）今年度事業の推進状況等について 

          （６）青年部会活動について 

 

【 第１回総務委員会 】 

 １ 開催日時  平成２６年５月２０日（金）１２：００～１３：３０ 

 ２ 場  所  秋田ビューホテル 

 ３ 出 席 者  委員１１名、会長、事務局２名 

  ４ 議  題  （１）定款の一部改正について 

（２）支部規約について 

          （３）事務局職員の表彰及び役職について 

【 第２回総務委員会 】 

 １ 開催日時  平成２６年９月２日（火）１３：３０～１４：３０ 

 ２ 場  所  東カンビル７階会議室 

 ３ 出 席 者  委員１０名、会長、事務局２名 

  ４ 議  題  （１）委員長の選出について 

（２）総務委員会の所掌事項について 

          （３）表彰規程について 

 

【 第１回研修・広報委員会 】 

 １ 開催日時  平成２６年９月４日（木）１３：３０～１４：３０ 

 ２ 場  所  東カンビル７階会議室 

 ３ 出 席 者  委員９名、会長、事務局２名 

  ４ 議  題  （１）委員長の選出について 

（２）レクレーションについて 

          （３）研修会について 

          （４）会報「ばっきゃ」の作成について 

 

【 第１回収集運搬・処理処分委員会 】 

 １ 開催日時  平成２６年９月３日（水）１３：３０～１４：３０ 

 ２ 場  所  東カンビル７階会議室 

 ３ 出 席 者  委員１０名、会長、事務局２名 

  ４ 議  題  （１）委員長の選出について 

（２）安全衛生事業の取組について 
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秋田県廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会 
 

県では廃棄物の不法投棄など不適正処理を防止するとともに、迅速かつ的確な対

応により環境保全を図るため関係機関による「秋田県廃棄物不適正処理防止対策等

連絡協議会」を平成 6 年度に設置し、毎年定期の協議会の開催を通じて連携を図り

ながら廃棄物の不適正な処理を防止る活動を継続しており、本協会も構成機関とし

て参画しております。 

  平成 26 年度は次のとおり協議会が開催されました。 

〔協議会構成機関〕 

   秋田県生活環境部環境整備課､秋田市環境部廃棄物対策課､秋田都市清掃協議会、 

秋田県警察本部生活安全部生活環境課、秋田県警察本部刑事部組織犯罪対策課、 

秋田海上保安部警備救難課、一般社団法人秋田県産業廃棄物協会 

 

【協議会】 

１ 開催日時 平成２６年７月８日（火） 午後３時～ 

  ２ 開催場所 秋田地方総合庁舎 第６０９会議室 

  ３ 出席者  関係機関 

  ４ 協議事項 

  （１）廃棄物の不適正処理･不法投棄事案等に対する取組(指導取締)状況について 

  （２）平成２６年度スカイパトロールの実施要領（案）について  

    （３）その他（情報交換など） 

 

不適正処理・不法投棄の現状（県環境整備課資料） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

不法投棄発見箇所数 527 369 158 152 144 116 

うち産業廃棄物 38 23 12 10 7 12 

   （注）秋田県不法投棄監視員が発見したもの 

 

【スカイパトロール】 

  廃棄物の不法投棄や不適正処理を防止

するため「秋田県廃棄物不適正処理防止

対策等連絡協議会」の構成機関及び関係

市町村が協力してヘリコプターによるス

カイパトロールを年２回計画しておりま

す。 

平成 26 年度は、７月は天候不良のため

中止となりましたが、９月に県防災ヘリ

と県警ヘリで秋田市周辺の監視を行いま

した。 
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優良事業所視察研修 
 

 研修啓発事業の一環として、平成 26 年 6 月 18 日にＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理施設と新日

鉄住金室蘭製鉄所を視察研修いたしました。 

 翌 19 日には、北海道協会の役員の方々や事務局の皆さんと情報交換を行いました。 

 

１ 開 催 日 平成２６年６月１８日（木）、１９日（金） 

２ 見学施設 ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理施設（室蘭市） 

新日鉄住金(株)室蘭製鉄所 

 ３ 参加者  １９名          

                             研修室での研修 

＜北海道ＰＣＢ処理施設＞  

最初に研修室で、ＰＣＢ対策の経緯や国内の 

処理状況等の研修を受け、１９名がメモを取りなが

ら、熱心に説明を受けました。 

研修室での学習の後、情報公開ルームを見学し、 

質問を交えながら、特に、安全対策について説明を

受けました。 

その後、施設内を当初処理施設（トランスコンデ

ンサ等を脱塩素化分解処理）、増設施設（安定器、感

圧複写紙等をプラズマ溶融分解処理）の順で視察し

ました。 

各工程室の作業の状況が、高い位置から見学でき     情報公開ルームを見学 

るように、見学コースが作られておりました。 

 

＜新日鉄住金(株)室蘭製鉄所＞ 

はじめに、研修室で、鉄づくりの流れや、国内の

製鉄所の状況などについて説明を受けました。 

 展示室を見学、特別にハイブリッド車のエンジン

のギア部分を見せてもらう。この技術は「日本だけ」

とのことでありました。 

 この後、高炉から銑鉄を取り出す工程等を見学し、 

参加者全員が、工場のスケールの大きさや、昭和の

時代を感じさせる建造物に感心させられました。（撮

影禁止で写真が撮れなかったが残念です）       施設内見学コース（前処理工程） 

 

     参加者全員記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ※ 写真はすべて処理施設で撮影 
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不法投棄未然防止啓発活動事業 
 

協会の大きな事業1つである「産業廃棄物の不法投棄を防止する活動」を、協会設立当初から

毎年継続して実施しております。 

平成4年度から平成8年度までは、キャラバン隊を編成して全県市町村を巡回し、産業廃棄物

の不法投棄防止と適正処理について啓発いたしました。 

平成 9 年から 18 年度までは、実際に不法投棄された産業廃棄物の撤去活動、いわゆるクリー

ンアップ活動を、協会の独自事業として実施いたしました。 

平成 19 年・20 年度は、秋田国体に併せて行われた県の事業「目指せ国体クリーンアップ」に

主要メンバーとして参画し、県民と一体となって全県クリーンアップを実施しました。 

平成 21 年度からは、全県規模のクリーンアップを通じた不法投棄未然防止活動を実施する県

事業において、不法投棄物の撤去、運搬・処分等を受託し、各保健所単位で策定された実施計画

に基づき各支部が対応しており、平成26年度は全県２８箇所で実施しました。 

平成 25 年度までに協会が携わったクリーンアップ活動は、全県で 260 箇所、その撤去処分量

は1，230トンにのぼり、地域の環境保全に大きく貢献しております。 

 

【平成26年度の事業概要（中間集計）】 

 実 施 期 間   平成26年 9月～11月 

 地 点 数   28箇所 （県北支部12 中央支部2 県南支部14） 

協会参加人数   183名 

  撤去処分量   廃家電 81台（テレビ57 冷蔵庫11 洗濯機13） 

廃タイヤ 276本  可燃ゴミ 21トン  不燃ゴミ 13トン 

 
       平成 25 年度までに協会が携わったクリーンアップ活動 

年度      事業内容  撤去箇所数  撤去処分量 
平成 4 
～8 年度 

キャラバン隊を編成し全県市町村

を巡回啓発 
  

平成 9 
～18 年度 

協会独自事業として、各支部単位に

撤去活動 
30 箇所   600 トン 

平成 19 
～20 年度 

「目指せ国体クリーンアップ」の主

要メンバーとして参画 
65 箇所   130 トン 

平成 21 
～25 年度 

県委託事業として全県各地の不法

投棄物の撤去・運搬・処分 
165 箇所   500 トン 

 ※平成 9～18 年度の撤去処分量は、1 箇所あたり 20 トンとして算出した概算値 
 
鹿角地区 
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大館地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北秋田地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山本地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男鹿地区 
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由利本荘地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大仙地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横手地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湯沢地区 
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支部長あいさつ ２０１５年の抱負 

 
 
 
 
                  県北支部長  大塚 勝栄 

 

 
 
 新年あけましておめでとうございます。1年の月日の過ぎる早さが､早すぎる今日こ

の頃では有りますが､新年を迎えし､会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 毎年感じている事ですが､新年を迎え私たち業界の今年はどうなっていくのか、ど

うしたらいいのか､考え深いところではございますが 1年がスタート致します。 

 岩手県のがれき処理は昨年度で無事終了することが出来ました｡参加頂きました会

員皆様の協力のおかげと感謝を申し述べたいと思います。 

 昨年 11月の盛岡での産廃関係全国大会は､600 人規模で盛大に執り行われました｡

初めての参加でしたが､全国各地から沢山の方々が参加されていました。 

秋田県からは 20数名の参加でした｡隣の岩手県での開催でしたので､30～40人 

の参加をして頂だけると期待をしていましたが残念に思っているところです｡このよ

うな機会に出席し､新しい情報を得る事が､私たち業界には必要な事だと感じていま

すし､次の機会には皆様挙って参加頂きますようお願い致します。 

 昨年は 11月に株価の上昇､又､数年ぶりに円安が進み､落ち着きの無い日本経 

済のように感じられているところです。 

 追い打ちをかけるように 12月の衆議院解散選挙､新しい年に向かって何を期待して

の解散選挙だったのか､今でも解らないところです。 

 私の昨年の釣果は､30 数年の中で最低の釣果

であったと思っています｡春先のメバル漁から

始まり､秋のマグロ漁､そして鱈漁で終わりまし

たが､メバルは最悪の状態でしたし、又､マグロ

に関しては過去最低の本数でした｡鱈はそれな

りの数はありましたが､物足りない 1年でした

し､全体をみますと不漁の 1年だと思っていま

す。これも地球温暖化の影響での､海水温の上昇

等が考えられています｡私達の地球は､どこか壊れていくようにも感じている今日こ

の頃ですが､めげずに､今年は大漁を祈りながら新年を迎えることが出来ました。 

県北支部の昨年は､ボランティア活動に関しては例年通りに進めて参りましたが、

最近のボランティア活動は、向かう方向が違うように感じています｡私達産廃業界で

なくとも､誰でも出来ることに､重宝に担ぎ出されているように思えてなりません。 

昨年の理事会での話でも有りましたが､今年は原点に返って検討する必要が有ると

の事から､業界の目指すところを見つめ直して参りたいと思っています。 

新年にあたり産廃協会会員の皆様にとって素晴らしい年になることを祈念し､私の

挨拶と致します。 
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中央支部長   平野 久貴 
 
 
 
 
 
 
平成 26年度 秋田県産業廃棄物協会 中央支部の忘年会を 12 月 2 日に開催した。

忘年会前の講習会では、秋田県秋田中央保健所環境指導課 環境・食品衛生班の平柳

様よりご講話いただいた。その中で特に印象に残った言葉がある。“業者選択のポイ

ントで危険な処理業者は、許可証や処理場を見せない。処理費用が安すぎる。何でも

リサイクルすると豪語する。車両や処理場内が汚れており、廃棄物が大量に積み上げ

られている｡”といった言葉で、取引先のお客様からも時々聞く言葉である。 

 産業廃棄物処理業者は許認可を取得し事業を行っている。広範囲な許認可を取得し

事業をしている業者は、マジョリティではないはずである。 

私たち中小企業の設備投資には限界があり“なんでもリサイクル、処理できる”業者

は限られているはずである。 

 秋田県産業廃棄物協会員は排出事業者さんに、より安全・安心にリサイクル・処理

していただくためには協会員同士の情報共有や業務提携を強化し、かつ、情報発信を

今以上にしていかなければならないと改めて感じさせられた平柳様の講話内容であ

った。感謝。 

 さて、日本は資源に乏しい。日本人であれば誰もが知っている「常識」である。し

かし、有効活用できる資源もある。プリント基板などの「都市鉱山」や廃 PETボトル、

廃バッテリーなどの使用済み製品である。 

 これらの使用済み製品が「リサイクル材料」たるゆえんは、日本国内におけるリサ

イクルシステムと消費者の環境意識の高さや業界関係者の熱意のよるものである。し

かし、これらの「リサイクル材料」は約６割が輸出され国内の再生原料メーカーには

死活問題となっている。本来であれば国内で創出されたはずの付加価値や雇用機会ま

で海外へ流れ出している。これらを踏まえて、秋田県産業廃棄物協会は、完全循環型

リサイクルシステム早期構築に向けて協会員でのループ作りを急がなければならな

い。 

 最後に、今年は羊年である。羊年の出来事を紐解くと、昭和 30年には自由民主党

が結成され、いわゆる 55 年体制が確立された。私が生まれた昭和 42年には、第３次

中東戦争が勃発、昭和 54 年には日本でサミットが開催され、平成３年には湾岸戦争、

平成 15年にはイラク戦争があった。こうしてみると羊年には大きな出来事がおきて

いる。くしくも 12月２日には第 47回衆議院議員選挙が公示され、時代が大きく動く

予感がする。このように大きな動きがありそうなときこそ秋田県産業廃棄物協会が協

会員と共に付加価値を高め雇用機会を作り、秋田県経済の一翼を担えるように、秋田

県産業廃棄物協会の主導力に期待したい。 
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             県南支部長  木村 勝幸 

 

 

 

謹んで新年のご祝辞を申し上げます。 

旧年は県南支部長という大役を仰せつかり、若輩ながらもなんとか運営して

まいりました。たくさんの方々に支えていただきましたことに感謝申し上げま

す。新年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 さて、昨年を振り返ってみますと、大雪、地震、台風に伴う大雨や土砂災害、

火山の噴火等、国内各地で自然災害関連のニュースが目立った 1 年だったと感

じております。まだ記憶に新しい東日本大震災からも間もなく 4 年がたとうと

しておりますが、やはりこれらに対する備えは決して忘れてはならないもので

あると再認識させられる年であったと思います。 

 過去に読んだことのある、ある一節で「人類が今日まで繁栄することができ

た理由のひとつは、弱いものを守る術を身につけながら、子孫を残してきたか

らである」といった内容のものがあったと記憶しております。ここでいう「弱

いもの」とは自然界の中で生きる弱者であり、人類そのものを指すものです。

確かに、自然界で野生動物と人間が同等の生活をしていると仮定した場合、気

候の変化や天変地異、食物連鎖などの流れの中では現状よりも相当弱い部類の

生物だったろうと想像がつきます。やはり自然界のエネルギーと比較すると人

間の力は微々たるものであると感じざるを得ませんが、先人たちの知恵や文明

の利器により、長い時間を経て順応しながら人間社会が形成されてきたようで

す。 

私たちは日頃から「自然環境」に大きくかかわる業務を担っております。近

年の短い時間の中でも、大気・水・緑などの自然環境を守る環境保全から、リ

サイクルにより自然に返す循環型、そして自然エネルギーなどの共存型と時代

に沿ったテーマが広がりを見せております。特にリサイクルや自然エネルギー

の分野は、今後も様々な変遷を遂げるものであろうと思います。 

2015 年は、備えと順応。前述した自然災害、環境のみならず、社会経済や情

勢等も今後も多種多様に変化するものと思われます。今一度、自分の立ち位置

を見つめなおし、あらゆることへの備えを常に持つことを忘れず、先人たちが

そうであったように、環境や時代の変化に順応しうるための努力を惜しむこと

なく前進してまいりたいと思っております。 

皆様にとりましても、輝かしい１年であることをご祈念申し上げます。本年

もよろしくお願いいたします。 
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１ 開催日時   平成２６年９月６日（土）、７日（日）１０：００～１６：００ 

２ 開催場所   秋田駅前アゴラ広場、買物広場大屋根「ビックルーフ」 

３ 主  催   あきたエコ＆リサイクルフェスティバル実行委員会 

           【ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラム、秋田県（事務局：生活環境部温暖化 

対策課）、秋田市、秋田大学、国際教養大学、(一財)秋田鉱業会、 

(公社)食品容器環境美化協会、(一社)秋田県産業廃棄物協会  計８団体】 

４ 来 場 者 約２８，０００人 

５ 協賛企業・団体数 １９ 

６ 出展企業・団体数 ４１ 

７ 概  要 開会コンセプト『 見つけよう、未来へのエコメッセージ 』 

【産廃協会ブース出展】 

 今年度の協会ブースは、協会事業の取り組み紹介（廃棄物の不法投棄防止活動のパネル展示、

災害廃棄物処理支援活動のパネル展示）のほか、昨年度に引き続き、青年部会が主体となり「人

力発電かき氷」コーナーを設営しました。廃棄物に関するアンケートに答えながら、エアロバイ

クを自ら漕いで発電することで、電気の大切さ（エコロジー）を楽しみながら体感していただき

ました。２日間とも天候に恵まれ、雨天となった昨年よりイベント参加者が増加し、来場者アン

ケートの一番印象に残ったイベント・展示部門で断トツトップ、2 年連続１位となりました。（別

添来場者アンケート結果参照） 

今後も本イベントにとってなくてはならない団体ブースになるよう、努力邁進していきましょう。 
 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

第 14 回 あきたエコ＆リサイクルフェスティバル 
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　　実施日時：平成２６年９月６日（土）、７日（日）10:00～16:00
　　実施場所：(一社）秋田県産業廃棄物協会ブース前
　　回 答 数：３１５枚

協会ブース来場者アンケート結果

中学生 
7% 

小学生 
38% 

幼児 
10% 

保護者 
41% 

その他 
4% 

２）あなたの学年は？ 

男 
39% 

女 
61% 

１）あなたの性別は？ 

知っている 
23% 

知らない 
77% 

３）あなたは秋田県産業廃棄物協会を知っていますか？ 

人力発電

かき氷 
55% 

ごみの分

別クイズ 
13% 

エコ輪投

げ 
15% 

あきカン

釣りゲー

ム 
17% 

あきカ

ン 
17% 

あきビ

ン 
11% 

ペットボ

トル 
13% 

タバコ 
13% 

ビニー

ル袋 
10% 

プラス

チック 
8% 

紙くず 
16% 

かれ葉 
12% 

 
「ある」と答えた方 

  Ｑ．その時に拾ったごみは何でした 
か？（複数回答可） 

５）来年ここのブースでやってもらいたいことは 
何ですか？（複数回答可） 

ある 
64% 

ない 
36% 

４）あなたはごみ拾いなど「クリーンアップ活動」を 
したことがありますか？ 
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協会だより / 青年部会関係                 

青年部会長あいさつ ２０１５年の抱負 

 

 
 
                    

青年部会長  髙島 慶人 
 
 

 
新年明けましておめでとうございます。 
前任の上田青年部会長に代わり、後任を仰せつかりました高島でございます。 
まだまだ勉強不足な未熟者ではございますが、微力ながら、次世代そしてさらに次世代へと繋が

る組織作りを目標に、精一杯精進いたしますので、今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願

いいたします。 
日頃は当協会青年部活動に多大なご協力・ご理解をいただき誠にありがとうございます。特に

親会各会員の皆様からは、活動予算はもとより、各環境事業・環境教育、また情報収集・他県と

の交流への場に参加できる組織体制をつくっていただき、青年部会員を代表いたしまして厚く御

礼申し上げます。また、青年部各会員の皆様におかれましても、各支部の活動に加え、秋田県青

年部としての活動にも、誠心誠意のご協力いただき重ねて御礼申し上げます。 
さて、私たち青年部は平成 21年の設立総会から数え、丸 5年を経過することとなりました。親

会の活動目的の一部『適正処理・循環型社会の形成』を主軸に、上部組織〔全国産業廃棄物連合

会青年部〕の活動に引っ張られる形で、ＣＯ2マイナスプロジェクト・ＣＳＲ2プロジェクト等、
『社会貢献』『環境教育』『事業継続計画』『労働安全衛生』という、近年社会的に求められる分野

を主に勉強し、各会員企業へ持ち帰り、一歩先行く情報共有する場として、他県会員と交流を深

めて参りました。 
全国 8 ブロック 1806 人の会員のその熱意に圧倒されながら、自分たちは何に優って、何に劣
っているのか、切実に知る良いきっかけとなったのを覚えております。 
昨年は、事業報告のとおり、いままでの親会事業への参画、会員研修および交流に加え、地元

小学生への『環境教育』を実施いたしました。主題は、3Ｒに集約した簡単なものでしたが、循環
型社会を勉強していただきながら、協会そのものの存在を知っていただく啓蒙活動として十分に

成果があったと思います。今後も継承していきたいと思います。 
『子曰、温故而知新、可以為師矣。』 

現代語訳で、古くからの伝えを大切にし、新しい知識を得ていくことができれば、人を教える師

となることができる。と訳されます。 
私は、『温故知新』の意である、最後の『以って師と成るべし』の師を、企業・組織を導くリー

ダーと置き換えて大事にしております。新しい考えにうとくなって因循姑息になり石頭になるの

も、新しい考えばかりに執着し、古きものの良さの発見に遅れてしまうのも、両方とも成長をと

めてしまう気がします。 
これを青年部に置き換えますと、先輩達の積み上げてきたものを、『よく学び』、それを『工夫・

進化』させることが大切と考えます。全国の自分達より先に社会で働き、自分達より豊かな経験

のある人たちに出会い、新しい知識を獲得できるような、そんな青年部活動を継続し、布いては

秋田県産業廃棄物協会の未来を担う『人材育成』ができる組織に成長できれば、この上ない喜び

でございます。末筆に、会員皆様には引き続き倍旧のご厚情・ご理解を賜りたく、切にお願い申

し上げ新年の挨拶とさせていただきます。 
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秋田県産業廃棄物協会青年部会 第３回通常総会 
 

秋田県産業廃棄物協会青年部会の第３回通常総会を下記のとおり開催いたしました。 

議案審議では平成２５年度事業報告及び収支決算、平成２６年度事業計画(案)及び収支予

算(案)、役員改選についての５議案を上程しましたが、いずれも原案どおり承認されました。 

その他報告事項として、上田部会長から、26 年度全産連青年部の継続的な取り組み事業で

ある「ＣＳＲ２プロジェクト継承と進化」の説明と北海道・東北ブロック協議会のテーマが

先の 3.11 大震災を経験した地域としてＢＣＰ（事業継続計画）に決定された経緯と、今後の

スケジュール及び会員への協力要請を説明しました。 

 
１ 開催日時  平成２６年６月６日（金）   
２ 場  所  ホテルメトロポリタン秋田 
３ 出席者数  ４３名（委任状１８名） 
４ 議  事  （１）平成 25 年度事業報告 
        （２）平成 26 年度事業計画 
        （３）役員改選 

 
 
 

運 営 委 員 会 
 

【 第１回運営委員会 及び ﾌﾞﾛｯｸ総会運営ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 】 

１ 開催日時 平成２６年６月２５日（水） 
２ 場  所 秋田キャッスルホテル 
３ 議  題 （１）北海道・東北ブロック協議会第１３回総会について 

 

【 第２回運営委員会 及び ﾌﾞﾛｯｸ総会担当者慰労会 】 

１ 開催日時 平成２６年８月１日（金） 
２ 場  所 委員会：東カンビル７階会議室／慰労会：ドラム缶焼肉 

３ 議  題  （１）今後の活動計画について 

・エコフェス関係 

            ・バーベキュー交流会関係 

            ・環境教育関係 

            ・11/21 青年部全国大会関係 

・部会員研修会関係 

（２）CSR2 プロジェクトについて 

        ・各都道府県環境教育報告について 

        ・各企業単位のエントリー及び報告書提出について 
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【 第３回運営委員会 】 

１ 開催日時 平成２６年１０月３日（金） 

  ２ 場  所 東カンビル７階会議室 

  ３ 議  題 （１）今後の活動計画について 

・第３回バーベキュー交流会について 

           ・11/21 青年部協議会第９回全国大会について 

・第２回部会員研修会について 

 

【 第４回運営委員会 】  

１ 開催日時 平成２６年１２月９日（火） 
  ２ 場  所 第一会館本館 

  ３ 議  題 （１）今後の活動計画について 

 
 

研 修 会 ・ 交 流 会 
 

【 平成２６年度第１回研修会 】 

１ 開催日時 平成２６年８月２３日（土） 

２ 場  所 カレッジプラザ講堂（秋田市） 

３ 参 加 者 １４名 

４ 研修次第  あきた環境懇話会（第１回情報交換会） 

『秋田の環境よもやま講座その３～廃棄物編』 講師：長沼  隆氏 

『能代産業廃棄物処理センターに係る環境保全対策について』 講師：高橋 行文氏  

『災害廃棄物の広域処理業務を終えて』 講師：髙島 慶人氏 

『大型蓄電池システムと独立電源システムの将来』 講師：佐藤 純一氏 

         

【 平成２６年度第２回研修会 】・【 第３回バーベキュー交流会 】 

１ 開催日時 平成２６年１２月９日（火）同日開催 

２ 場  所 研修会：第一会館本館 

             BBQ 交流会：焼肉大昌園 

３ 参 加 者 研修会２２名／交流会２０名     

４ 研修内容（報告会：環境省より）        

『産業廃棄物の現状と課題について』 

報告者：髙島副部会長 

 
                

 
             
 

第 3 回バーベキュー交流会風景 
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環 境 学 習 会 
 
秋田の次世代を担う子どもたちに、ごみの分別やリサイクルについて簡単かつ楽しく学ん

でもらうことで、限りある資源の大切さを身近に感じてもらえるよう、青年部が今年度初め

て企画・実施しました。 

当日は、環境あきた県民フォーラムさんの研修会場を１５分程お借りしての講義時間とな

りましたが、スライドや資料をながめ先生の言葉に耳を傾ける子供達は真剣そのものでした。 

これをきっかけに少しでも廃棄物へ関心を持ち、「３Ｒ」の行動につなげてもらえればと思い

ます。また、当青年部会においても、今後とも環境教育活動を続けていきたいと思います。 

 

【 ジュニア・サマースクール in 遊学舎 2014 】 

１ 開催日時 平成２６年８月２４日（日） 

２ 場  所 遊学舎（秋田市） 

３ 参 加 者  秋田市内の幼児・小学生１１名と保護者

４ 担当会員 髙島副部会長、山岡委員、相原委員、田村委員、小松委員、池田委員 

５ 実施協力団体 NPO 法人環境あきた県民フォーラム 

 

授業⾵景 

  

 

 

  

 

  
 

 スライドを使った授業のスタートです！

 

 

 

 

 

 

 

 
最後に、当青年部会の活動を紹介。 
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全国産業廃棄物連合会青年部協議会 

北海道・東北ブロック協議会 第 13 回総会 
 

１ 開催日時  平成２６年７月４日（金） 
２ 場  所  秋田キャッスルホテル４階「放光の間」 
３ 出席者数  ８７名（来賓５名含む） 
４ 議  案  第１号議案 平成２５年度事業報告及び決算報告及び監査報告 

          第２号議案 平成２６年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

第３号議案 その他 

オープニングセレモニー 

北海道・東北ブロック協議会第１３回総会を平成２６年７月４日（金）に秋田県にて執り

行いました。当日は秋田県青年部会 山岡慎太郎氏の司会で始まり、副協議会長の上田卓巳氏

（写真①）が開会を宣言しました。次に荒井ブロック協議会長（写真②）の熱い意気込みを

感じる挨拶の後、ご来賓の方々を代表し秋田県生活環境部嵯峨次長（写真③）及び秋田県産

業廃棄物協会山岡会長（写真④）よりご祝辞を頂戴しました。また、秋田県生活環境部廃棄

物対策班大門班長、全国産業廃棄物連合会青年部協議会仲田統括幹事、当県協会石郷岡事務

局長にご臨席を賜りました。（写真⑤） 
 

①                    ②      ③      ④ 

 

 

 

                     ⑤ 

 

 

 

総 会  
この度の総会では、秋田県青年部会 山岡慎太郎氏(写真⑥)の司会、小林郷司氏（写真⑦）

が議長に選任され、議案第２号では、髙島慶人ﾌﾞﾛｯｸ幹事（写真⑧）が平成 26 年度事業計画

（案）として、昨年度に引き続き「CSR2 プロジェクト（継承と進化）に参画」、「BCP の積極

的な推進」、また、平成２８年度に仙台市において開催される第 10 回全国大会及びｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶ

ﾝﾌｧﾚﾝｽ 2016 の開催地が仙台市に決定したことから、今年度開催の「第 9回全国大会へ積極的

に参加」するなど、当ﾌﾞﾛｯｸ開催へ向けた準備を始める年度とし事業を推進する旨説明したと

ころ、全会一致で決議しました。また、秋田県メンバーのスムーズな議事進行・協力のもと、

総会を滞りなく閉会することができました。 
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一目で秋田県（スタッフ）とわかるよう 
受付時よりチームポロシャツを着用し、 
秋田県の団結力と意気込みを県外会員に 
アピールしました。（写真⑨）、（写真⑩） 

⑥         ⑦           ⑧       ⑨ 

 

 

 

 

⑩ 

 

 

                      

 

 

研 修 会 
 
総会終了後、㈱オイルプラントナトリ常務取締役  

星野 豊様をお招きし、BCP 研修会を開催しました。 
同社は宮城県名取市で木くず・廃油の収運運搬、燃料の 
再資源化等産業廃棄物処理業を営んでおり、東日本大震 
災の大津波により大きな被害を受けたものの、あらかじ 
め定めていた BCP（事業継続計画）に基づき、わずか 
８日間で中核事業の再開を実現されたとのことで、その 
実体験をもとに BCP の重要性等ご講義いただきました。 

 

  

懇 親 会 
「なまはげ＆おばこ」が来場者をお出迎え。（写真⑪・⑫） 
懇親会で挨拶をする荒井ブロック長。（写真⑬） 
仲田全産連青年部協議会統括幹事に乾杯の音頭を取っていただきました。（写真⑭） 

 
⑪              ⑫        ⑬     ⑭ 
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懇親会場内に、秋田の若手地酒販売店 

グループ『酒和从(シュワット)』による 
地酒コーナーを設け、県内外の皆様に 
『秋田の地酒』を楽しんで頂きました♪ 
 

また、男鹿のなまはげ太鼓による勇壮な祝奏の披露に、 

会場は一気に盛り上がりを見せました! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
会場では、各道県青年部会員相互の親睦が深められ情報交換が行われました。 

 
 
 
 
 

 

さいごに 
本総会の秋田開催にあたり、当青年部会では、これまで、ホスト県として「秋田らしいおもてなし」がで

きないものか幾度も協議を重ねてまいりました。 
部会員全員参加を目標とし、各々が役割をしっかり把握するなど、総会当日も開始２時間前から念入りな

打合せや準備を進め、一丸となった総会の運営を心掛けました。 
その結果、秋田青年部２８名の熱意と手腕が大いに発揮され、総会・研修会・懇親会すべて成功裏に終わ

ることができました。 
ご来賓の秋田県生活環境部の皆様、山岡会長、平野中央支部長、石郷岡事務局長におかれましては、最後

までご臨席いただき、大変感謝いたしております。誠にありがとうございました。今回の総会で得ることが

できた「チームワーク」を、次の事業に生かし邁進していく所存ですので、今度ともご指導・ご鞭撻の程よ

ろしくお願いいたします。 
最後になりますが、本総会に多数のご参加、ご協力をいただきました各道県ブロック青年部会員の皆様に

心より厚くお礼申し上げますとともに、準備、運営にご尽力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上

げます。                                
（秋田県青年部会員一同） 
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関連記事 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道・東北ブロック協議会 ゴルフ交流会 

 
毎年恒例のゴルフ交流会について、今年度は当県にてブロック総会を開催するということもあ 

り、ブロック会員とより一層交流を図るべく、総会の翌日に開催しました。 
当日は朝から猛烈な暑さとの戦いとなりました。最終組のホールアウトが１６時を過ぎる長丁

場となりましたが、途中棄権することもなく最後まで楽しんでいただけた様子でした。 
総勢２８名のゴルファーが熱戦を繰り広げた結果、岩手県が１、２、３位を独占！ 
この度ご協力・ご参加いただいた部会員の皆様、大変お疲れ様でした。 

 
１ 開催日時  平成２６年７月５日（土） 

   ２ 場  所  秋田椿台カントリークラブ 
   ３ 参 加 者  ２８名（７組）  

 （参加者内訳：北海道１名、青森４名、岩手５名、宮城５名、福島３名、秋田 10 名） 
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全国産業廃棄物連合会青年部協議会 

第９回全国大会 中部大会 in 名古屋 
 
平成 26 年 11 月 21 日、全国の青年部会員約 600 名が愛知県名古屋市に集まり、全国産業廃棄

物連合会 青年部協議会 第 9 回全国大会が盛大に開催されました。 
第１部のオープニングセレモニーでは、全産連青年部協議会木村副会長の開会宣言で幕を挙げ、

青年部協議会加山順一郎会長の挨拶があり、続いて来賓の愛知県環境部長、名古屋市環境局長、

環境省顧問谷津龍太郎様から祝辞が述べられました。 
第２部では、各企業でこの２年間取り組んできた CSR2 プロジェクトの表彰式と各都道府県の

取組みＶＴＲ及び各ブロックの取組み発表が行われました。各ブロックともに工夫をこらした素

晴らしいプレゼンが繰り広げられ、当ブロックからはＢＣＰ事業について、震災を経験し実体験

に基づいたＢＣＰの重要性を斉藤信ブロック幹事より発表していただきました。 
第３部の懇親会の最後には、次回開催地のＰＲ時間が設けられ、第 10 回大会が当北海道・東北

ブロックということで、荒井寬協議会長及びブロック青年部会員一同にてＰＲ活動を行いました。 
 

１ 開催日  平成２６年１１月２１日（金） 
２ 会 場  ウェスティンナゴヤキャッスル（愛知県名古屋市） 
３ 主 催  全国産業廃棄物連合会青年部協議会 

     主 管  全国産業廃棄物連合会青年部協議会 中部ブロック 
４ 大会スローガン 「いざ出陣！継承と進化へ新たなる挑戦！」 
５ 内 容  第１部 オープニングセレモニー 

          第２部 CSR2 プロジェクト表彰式並びに各都道府県・ブロック発表 
          第３部 大懇親会 

６ 参加者  約 600 名（北海道・東北ブロック協議会より 72 名、当協会より 13 名参加） 
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青年部会からのお知らせ                      

 

ＢＣＰ【事業継続計画】策定を推進  

 

私たち廃棄物処理業界は、公共性の高い業務を担う業界として、 

どんな状況下でも事業を継続する計画を整備する必要性が求められ 

ており､また､当部会が所属する北海道・東北ブロック協議会では 

今年度、東日本大震災の教訓を踏まえ、ＢＣＰ（Business  

Continuity Planning 事業継続計画）を推進する年度と位置づけ、 

連絡網を作成する等積極的に活動しております。 

当青年部会においても、一昨年より、作成が比較的簡易的な 

「新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画」の作成を 

整備・見直し、各社早急にとりまとめ、協会まで提出いただいております。 

今後皆様から提出いただいた計画書は、協会を通じ、秋田県側へ意思表示していきます。 

また、親会の方々へも青年部の積極的啓蒙活動として理解いただきたいと存じます。 

 
 

  今後の活動予定  

 

・平成 26 年度第 5回運営委員会／平成 27 年 1 月 8日（木）東カンビル会議室  

・平成 26 年度第 3回部会員研修会／平成 27 年 1 月 24 日（土）カレッジプラザ講堂 

・全産連青年部協議会第 5回全国青年部会長会議／平成 27 年 2 月 5日（木）沖縄県 

・平成 26 年度第 6回運営委員会／平成 27 年 3 月 12 日（木）東カンビル会議室 

・北海道・東北ブロック協議会臨時幹事会／平成 27 年 3 月 19 日（木）宮城県 

 

 

 
   

 

◆対象 協会に所属する企業の概ね 50 才以下の男女 

◆年会費 1 社につき 20,000 円 

 

お問い合わせは事務局まで 

☎０１８－８６３－７１０７ 
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協会からのお知らせ                  
 

協会への入会のおすすめ 
                                

－ 循環型社会の構築に資するため 産業廃棄物の適正な処理を目指して － 

 

 当協会は、産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等を推進することにより、産業の健全な発展、生

活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることにより、県民の健康で快適な生活の確保に寄与すること

を目的として設立されております。 

 会員は、収集運搬及び処分業の許可を受けている事業者、排出事業者、再生利用者、協会の目的に

賛同する賛助会員で構成されている公益法人です。 

産業廃棄物処理業界が社会の期待に的確に応えていくため、同業の志が相互に連携を深め組織とし

て機能することが重要であります。 

つきましては、御社におかれましても当協会にぜひご参加いただき、協会組織としてのスケールメ

リットを生かした事業活動や信用力を享受されまして、大いに活躍されますよう入会のご案内を申し

上げます。 

 

◎ 会員の種類と入会資格 

   正 会 員  秋田県知事の許可を受け、県内に事務所又は事業所を有する産業廃棄物処理業者 

   賛助会員 上記以外の者で、協会の目的に賛同する個人又は団体 

 

◎ 入会金及び会費
   【入会金】   ５０，０００円 

   【年会費】   正会員  収集運搬業    ６２，０００円 

                中間処理業    ８２，０００円 

                最終処分業   １０６，０００円 

                排出事業者等   ６０，０００円 
           賛助会員          ６０，０００円 

◎ 入会方法   

   入会を希望される場合は、加入申込書、産業廃棄物処理業許可証（写し）等を提出していただ

くことになっておりますので、協会事務局までご連絡下さい。 

 

◎ 入会のメリット   

★ 環境関係法令、制度等に関する最新情報の提供 
★ 協会会報、事務局だより等による産業廃棄物に関する情報の提供 
★ 各種研修会、講習会の開催や先進施設等の視察研修の開催 
★ クリーンアップ活動、環境教育・環境イベント参加など社会貢献活動の参画 
★ 会員間の親睦、交流等による情報交換 
★ 産業廃棄物関連専門誌の紹介、斡旋等 
★ 会員名簿の配布 他 

 

一般社団法人 秋田県産業廃棄物協会 

事務局 〒０１０－０９５１ 秋田市山王三丁目１番７号 東カンビル３Ｆ 
      ＴＥＬ ０１８－８６３－７１０７ ＦＡＸ ０１８－８６３－６９７７ 
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産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)の購入について 
 
 

【 マニフェストの種類 】 

１ 全ての産業廃棄物に適用できるマニフェスト 

（発行元：公益社団法人全国産業廃棄物連合会）  

直行用（７枚綴）と積替用（８枚綴）の２種類があります。 

 

２ 建設系廃棄物専用のマニフェスト（７枚綴）（発行元：建設６団体副産物対策協議会） 

 

【 マニフェストの価格 】 

   ・単 票（手書き用）   １セット １００部入   ２，５００円（税込） 

・連続用（パソコン用）  １ケース ５００部入  １２，５００円（税込） 

 

【 マニフェストの購入方法 】 

 

１．協会事務局で直接購入する場合 

   窓口でマニフェスト購入申込書（別紙）に必要事項を記入していただき、現金と引き

換えでの購入となります。 

   

２．発送を希望する場合 

      マニフェスト代金は郵便振込による先払いとなります。 

      郵便口座へのマニフェスト代金の振込は、郵便局窓口備え付けの払込取扱票（青色）

に下記の事項を記入し行って下さい。（振込手数料は購入者負担） 

      お振込みが済みしだい、「マニフェスト購入申込書」に「払込受領証」を貼付し、午

後４時までにＦＡＸにて当協会事務局あて送信下さい。 

      入金確認後、宅配便にて発送（送料は着払い）致します。 

 
 
 

《 代金振込先及び記入内容 》  

口座番号    ０２５４０－３－９６７５ 

名  義    一般社団法人秋田県産業廃棄物協会 

金 額 欄    マニフェスト代金（税込み）×必要個数 

通 信 欄    マニフェストの種類と必要個数をご記入下さい。 

ご依頼人欄   住所、会社名、代表者名、電話番号 
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マニフェスト購入申込書
～一般社団法人 秋田県産業廃棄物協会～

（ＦＡＸ：０１８－８６３－６９７７）

マニフェスト伝票代金支払い方法（どちらかに○をつけて下さい）

①協会窓口払い ②郵便振込（ 月 日払込済）

マニフェスト（管理票）の種類 単 価（税込） 必要個数

産業廃棄物管理票
【直 行 用】 ７枚綴

単 票
ｾｯﾄ／ 枚入

２，５００円 ｾｯﾄ

連続票
ｹｰｽ／ 枚入

１２，５００円
ｹｰｽ

産業廃棄物管理票
【積 替 用】 ８枚綴

単 票
ｾｯﾄ／ 枚入

２，５００円
ｾｯﾄ

連続票
ｹｰｽ／ 枚入

１２，５００円
ｹｰｽ

産業廃棄物管理票

建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄ
７枚綴

単 票
ｾｯﾄ／ 枚入

２，５００円
ｾｯﾄ

連続票
ｹｰｽ／ 枚入

１２，５００円 ｹｰｽ

 
※協会記入欄 箱番号

～
申 込 日 ： 平成 年 月 日

〒 －

住 所 ：

会 社 名

又は ： 様

個人経営の場合は個人名

会社代表者 ： 様

電話番号 ： ― ―

ＦＡＸ番号 ： ― ―

振替払込請求書兼受領証

貼り付け欄
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通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、

都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、

排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることを

アピールできるなど、多くのメリットがあります。

優良産廃処理業者認定制度とは？

環境省
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団　編集

① 許可の有効期間が7年間に延長

（通常は5年間）！

② 許可証などにより排出事業者へ

PRが可能！

③ 許可申請時の添付書類を

一部省略可能！

認定を受ける

メリット は ？

認定を受ける

メリット は ？

インターネットで
関連動画を公開中！

産業廃棄物処理業者の方へ

そのほかにも様々なメリットがあります！
詳しくは産廃情報ネット

〈http://www.sanpainet.or.jp〉 を
ご覧ください

産廃処理業者

認定制度

― 51 ―



優良認定業者として認定されるための基準は？

優良認定業者として認定を受けるにはどうすればいいの？

(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 （TEL 03-3526-0155）
優良化事業推進チーム

優良認定業者の検索および
産廃情報ネットについて

都道府県・政令市の産業廃棄物部局優良産廃処理業者認定制度
およびその審査について

産廃情報ネット（http: / / www.sanpainet.or.jp/)マニュアルや
優良認定業者について

問 合 せ 先

優良認定業者として認定されるためには、以下の基準すべてに適合していることが必要です。

現在受けている許可の更新の申請の時にあわせて申請します。
また、平成２３年４月１日時点で5年以上継続して許可を受けている
産廃処理業者の方々は、その時点で受けている許可の有効期間内で、

申請先は、現在の許可を受けた都道府県・政令市です。

申請時には、上記基準に適合していることを都道府県等が
確認するための必要書類を提出する必要があります。
※ 詳 細は 環境省産業廃棄物課のマニュアルをご覧ください。（下記問合せ先参照）

優良認定業者として認定されると、
優良マークの付いた許可証が交付されます。

どうすればいいの？

いる

電子マニフェストシステム（J WNET）
に加入しており、電子マニフェストが
利用できることです。

電子マニフェストニフ
4

IS O14001やエコアクション21等の認証
を取得しており、環境に配慮して事業を
行っていることです。

環境配慮の取組慮
3

実績と遵法性
5年以上産廃処理業を営んでいる実績
があり、廃棄物処理法に基づく改善命
令等の不利益処分を受けていないこと
です。

と遵
1

令
で

取得した許可の内容や産業廃棄物の処理
状況、施設の維持管理状況など、一定の情
報について、インターネットにより一定期間
以上公表していることです。

事業の透明性の透
2

直前3事業年度のうちいずれかの事業年
度における自己資本比率が10％以上であ
ることや、法人税等を滞納していないこと
など、財務体質が健全であることです。

財務体質の健全性質
5

ココ！

※ 各基準の 詳しい内容は、環境省産業廃棄物課のマニュアルを、インターネットからダウンロードしてご覧ください。
（下記問合せ先参照）

度だけ優良認定を伴わない許可更新をした方は、その許可更新後
あれば、随時申請することができます。平成23年4月1日以降に一

に前倒しで優良認定を伴う許可更新の申請をすることができます。
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 編 集 後 記  
 

 昨年は、全国各地で多くの自然災害がおきました。 

中でも､9月の御嶽山の噴火が強烈な印象が残っております。 

 山小屋を襲った噴石は、すさまじい音を立てて屋根や窓をたたき、避難していた登山者が悲鳴を上

げ怯える様子がテレビ映像に映し出され、言葉が出ませんでした。 

これら自然災害の映像が、テレビに映し出される度に、3.11を思い出すとともに、協会として、あ

のとき、復興にお手伝いできて良かったなとしみじみ思っております。 

昨年、噴火懸念のある47活火山が公表され、本県の３火山も含まれておりましたが、いつ起こるか

解らない事態に、万全に備えることは不可能と思いますが、起こったことにどう対応・行動するかと

言う点で、3.11は我々にとって大きな経験になったと思っております。 

 今後も、研修や広報活動において、様々な研鑽（経験）を積み重ねて、協会のレベルアップを図っ

て行きたいと考えておりますので、会員の皆様のご意見、ご要望と各種事業への積極的な参加をお願

いいたします。 

         ☆☆☆ 研修・広報委員会 委員長 山脇精悦 ☆☆☆ 

 

 あっという間に１年が経過してしまいました。 

申し遅れましたが、昨年 4月からお世話になっております石郷岡晋と申します。これまでとは全く

違った業務に戸惑いつつも、只今、協会業務に奮闘中であります。 

 はじめての方もおられますので、自己紹介しますと、昭和 28年秋田市生まれの 61歳になります。

現在は秋田市広面で妻と2人暮らしです。 

昭和52年に秋田県庁に技術職として採用になり、これまで主に公害畑を歩いてきました。廃棄物の

本庁勤務に 2度就いており、1度目は、平成 5年から 3年間当時の廃棄物対策室で、産業廃棄物の許

可を担当し、当時本庁で発行していた許可証を、毎日、朝から晩まで、作成したのを覚えております。 

2度目は、平成15年度から2年間、環境整備課で一般廃棄物を担当し、市町村の旧形式の一般廃棄

物最終処分場の閉鎖に向けての作業と、自動車リサイクル法の立ち上げ準備を担当しました。 

 保健所の勤務は本荘、能代、秋田中央、鷹巣で、その地区の特有の課題もありましたが、当時から

適正処理を推進されていた会員の方々が、現在、協会役員として活躍しているので、とても懐かしく

思っております。 

 長々と自己紹介をしてしまいましたが、この 1年、通常総会、理事会や各種委員会、そして、視察

研修、全国大会、エコ＆フェスティバル等たくさんの協会行事を体験させていただきました。どの事

業にも多くの会員が出席・参加していただき、その都度、会員がみんなで協会と業界を盛り上げて行

くんだという意気込み、そして会員相互の団結力や結束力の強さに感心させられました。 

平成27年は、協会業務の仕組みや流れも私なりに解ってきましたので、も少し積極的に、新規事業

などの提案等をさせていただき、協会を盛り上げていきたいと考えております。 

今後ともよろしくお願いします。 
☆☆☆ 事務局長のひとこと ☆☆☆ 
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